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各      位 

 会 社 名  日本マクドナルドホールディングス株式会社 

 代表者名  代表取締役会長兼社長  原田 永幸 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 2702） 

 問合せ先  ＩＲグループ 部長      石井 隆朗 

 電話 03-6911-6000 

 

支配株主等に関する事項について 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（平成 22 年 12 月 31 日現在） 

議決権所有割合（％） 発行する株券が 

名  称 属  性 上場されている 直接 合算 
計 

金融商品取引所等所有分 対象分

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

ニューヨーク、シカ

ゴ、アメリカン、パシ

フィック、スイス 

マクドナルド･ 
- 49.99 49.99 

コーポレーション 

マクドナルド・ 上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

レストランズ・オブ・ 27.56 - 27.56 な し 

カナダ・リミテッド 

マクドナルド・レスト

ラン・オペレーショ

ンズ・インク 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

22.43 - 22.43 な し 

(注) マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク及びその共同保有者から大量保有の変更報告書

の提出があり、平成22年11月１日付でマクド・エー・ピー・エム・イー・エー・ホールディングス ピーテ

ィーイー・リミテッドがマクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インクより 10,078,663 株（持株比率

7.58％）を取得した旨の報告を受けておりますが、当社としては当事業年度末時点における同社の

実質所有株式数の確認ができませんでしたので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 

 

上場会社に与える影響が最も大きいと 
その理由 

認められる会社の商号又は名称 

マクドナルド・コーポレーションは、マクドナルド・レストランズ・オ

ブ・カナダ・リミティッド及びマクドナルド・レストラン・オペレーシ

ョンズ・インクの資本上位会社であります。当社はライセンス契

約を通じてマクドナルド・コーポレーションの有する商標、商号

及びノウハウを使用しています。また、同社及びその子会社より

取締役１名、社外取締役２名及び社外監査役１名の派遣を受

けております。 

マクドナルド･コーポレーション 
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3．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 

マクドナルド・コーポレーションは、平成 22 年 12 月 31 日現在、子会社２社（マクドナルド・レストランズ・オブ・

カナダ・リミティッド及びマクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク）を通じて、当社の議決権の 49.99％

を間接保有しております。  

当社は、ライセンス契約を通じてマクドナルド・コーポレーションの有する商標、商号及びノウハウを使用するこ

とが可能であります。  

当社の取締役のうち、３名がマクドナルド・コーポレーションの子会社と兼務しておりますが、これらの取締役は、

マクドナルド・コーポレーションが当社経営陣との意思疎通を円滑化し、当社の経営に資する意見を提供する

ために選任されたものであります。 

（役員の兼務状況） 

親会社等又は 
役   職 氏   名 就任理由 

そのグループ企業での役職 

グローバルな視点から当社グル

ープの経営全般への助言・提言

を受けるためであります。 

アンドリュー マクドナルド・レストランズ・オブ・ 
取 締 役 

Ｒ．ブラフ カナダ・リミティッド所属 

グローバルな視点から当社グル

ープの経営全般への助言・提言

を受けるためであります。 

デビッド Ｇ． マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣ 
社外取締役 

ガーランド シニアバイスプレジデントＣＦＯ 

マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣ グローバルな視点から当社グル

ープの経営全般への助言・提言

を受けるためであります。 

アンドリュー Ｖ． 
社外取締役 バイスプレジデントマーケティング

本部長 
ヒプスレイ 

マクドナルド・コーポレーション 
当社グループの監査体制を強化

するためであります。 

ケビン Ｍ． 
コーポレートシニアバイスプレジ

デントコントローラー 

社外監査役 
オザン 

(注） 当社の取締役７名、監査役４名のうち、親会社等との兼任者は当該４名のみであります。  

 

 

4．支配株主等との取引に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

以 上 
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